
１　法人の概要

※役員と職員を兼ねている者の人数は、役員と職員の両方に計上し、職員数には括弧（内数）で表示。

２　法人の行動計画(令和４～７年度)

３　財務  

①正味財産増減計算書  (単位:千円) ②貸借対照表  (単位:千円) ＜主な経営指標＞

経常収益 流動資産

固定資産

資産計

受託事業収益 流動負債

自主事業収益 短期借入金

固定負債

その他の収益 長期借入金

経常費用 負債計

事業費 指定正味財産 ※端数処理の関係で増減が一致しないことがある。

管理費 うち基本財産充当額

一般正味財産 ＜退職給与引当状況 (単位:千円)＞

当期経常増減額 うち基本財産充当額

経常外収益 正味財産計

経常外費用 負債・正味財産計

当期経常外増減額 ※端数処理の関係で合計が一致しない場合がある。

当期一般正味財産増減額 ③県の財政的関与の状況（事業費補助・委託を除く）  (単位:千円)

当期指定正味財産増減額

当期正味財産増減額合計

運営状況概要書

（公益５）

法人名： 公益社団法人　秋田県青果物基金協会 設立年月日 昭和45年5月28日

(50.4%) 所管部課名 農林水産部農業経済課

設立目的
生鮮野菜の市場価格は、気象・需給動向等による価格の変動が大きいため、産地の育成及び安定供給への支援策として、県・県連合会及び産地農協を会員とした組織の下、会員の出資金の運用益を財
源とした価格補償制度を創設し、価格低落時の損失補てんにより再生産を確保するほか、産地基盤の確立と併せて消費者への安定供給を目的とする。なお、昭和52年度より交付準備金制度に移行して
いる。また、平成25年4月1日、公益社団法人に移行した。

事業概要
県内の野菜及び花きの生産者が農協・ＪＡ全農を通じて出荷した園芸作物の市場価格が著しく低落した場合に、予め積み立てた交付準備金（生産者・農協・市町村・全農・秋田県・国がそれぞれの負
担割合で拠出）を財源として補給金を交付する業務及び県内の果樹産地の構造改革を推進するための改植等に対する補助金を交付する業務

代表者職氏名 会長理事　小松　忠彦 基本財産等 475,900千円 県出資等額及び比率 240,000千円

関連法令、県計画 野菜生産出荷安定法、秋田県園芸作物価格補償事業実施要領、果樹農業振興特別措置法

役員数
(R7.7.1現在)

理事 監事 評議員 計 職員数
(R7.4.1現在)

正職員 出向職員 臨時・嘱託 計

常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤 3 1 4

14

県関与のあり方 継続 経営状況 安定 取組の方向性 ・安定的経営の継続　・公益的事業の安定実施

10 4

目標
○農業経営収入保険制度の対象とならない農業者の価格安定制度への加入を図り、交付予約数量の確保に努める。
○事務費負担金については、交付予約数量とともに減少することが見込まれるが、最低限の水準の維持に努め、収支均衡を図る。
【目標】交付予約数量　Ｒ３年度：(野菜)11,298t、(花)9,431千本　→Ｒ７年度：(野菜) 7,866t、(花)6,275千本

取組
○生産者への周知を徹底し、交付予約数量の維持に努めるとともに、事務費負担金を確保し、補給金の早期交付(対象期間終了後２ヵ月以内)を確実に実施する。
【目標】事業説明会の実施（２回）
　　　　事務費負担金（Ｒ３年度実績：15,764千円→Ｒ７年度目標：10,810千円）

90,153 85,382 31,084 28,507 経常収支比率
 (経常収益÷経常費用)

区　　分 令和５年度 令和６年度 区　　分 令和５年度 令和６年度

99.5% 97.2% △2.3
基本財産・特定資産運用益 25 1,652 1,036,140 991,179

項　目 令和５年度 令和６年度 増減※

12850.3% 22805.6% ＋9955.3
2,500 2,500 242 125

受取会費・受取寄附金 1,067,224 1,019,686 流動比率
 (流動資産÷流動負債)

受取補助金・受取負担金 68,516 65,678 456,700 456,700

87,842 456,942 456,825

68,516 65,678 522,696 477,735

19,112 15,552 有利子負債比率
 (有利子負債÷純資産計)

0.0% 0.0% ＋0.0
90,568

55.2% △2.0
自己資本比率
 (純資産計÷負債・純資産計)

57.2%

22,052 22,164 19,200 19,200

人件費(事業費分含む) 12,041 11,926 87,586 85,126

1,067,224 1,019,686 ※要支給職員無し。

引当率(%)

610,282 562,861 0 0 －

△ 415 △ 2,460 要支給額 引当額

△ 415 △ 2,460

△ 18,886 △ 44,961 区　分 令和５年度 令和６年度 支出目的等

△ 19,301 △ 47,421 年間支出

年度末残高



Ⅰ 自己評価

Ⅱ 所管課評価

Ⅲ 委員会評価

【委員からの提言】

委員会評価を踏まえた対応方針

運営状況評価表

（公益５）

法人名： 公益社団法人　秋田県青果物基金協会

1 行動計画における目標及び取組の達成状況 2 経営状況

【令和６年度実績】 【令和６年度実績】

○交付予約数量（野菜）：5,687t（前年度：6,822t、目標：7,866t）
○交付予約数量（花）：5,470千本（前年度：6,237千本、目標：6,275千本）
○事業説明会の実施：１回（前年度：５回、目標：２回）
○事務費負担金：12,186千円（前年度：14,428千円、目標：10,810千円）

○管理費収入：19,704千円（前年度:23,084千円）
○管理費支出：22,163千円（前年度：21,721千円）
○当期収支差額：△2,460千円（前年度：△415千円）
○価格差補給交付金：1,815千円（前年度：12,308千円）
○負債及び正味財産額：1,019,686千円（前年度：1,067,224千円）

【自己評価】 評価 Ｃ 【自己評価】 評価 Ａ

○農業者の収入保険制度への加入により、価格安定制度からの脱退者が増加（令和６年度延べ加入者数：
2,155人（前年度：2,509人））しているため交付予約数量の減少が続いているが、事務費負担金については、
令和４年度の事務費負担金単価の見直し等により目標額を維持することができた。
〇また、秋田県園芸作物価格補償事業に係る事業検討会において、基準額の見直しを行い、合わせて事務負担
金の増加を図った。
○今後は、会員ＪＡに対し、収入保険制度と比べて補給金の支払が早い点などのメリットを説明しつつ、生産
者加入の要請を行うことにより、加入者数の維持と確保に努めるとともに、秋田県園芸作物価格補償事業に係
る事業検討会において、引き続き対象品目や基準額、対象期間などの見直し等について検討する。
○事業説明会については、担当者の長期不在により１回のみの実施となった。事務執行体制の見直し等によ
り、目標の達成に向けた取組を進めてまいりたい。

○制度加入者の自然減の影響のほか、国が実施する収入保険制度等との重複加入が認められていないため、交
付予約数量の減少が続いている状況であり、これに伴い、県分補助金等の返納額15,341千円が発生するなど、
負債及び正味財産が前年度から47,538千円減少した。
○一方で、異常気象による出荷量の減少に伴い、販売価格が高値で推移したことから法人の支出に当たる価格
差補給交付金が減少し、管理運営にあっては、事務費負担金の徴収により、収支均衡が図られている状況であ
り、県からの財政的支援も受けていない。

1 行動計画における目標及び取組の達成状況 2 経営状況

【所管課評価】 評価 Ｃ 【所管課評価】 評価 Ａ

○国が実施する収入保険制度と法人が実施する価格安定制度との重複加入が認められない中において、安定した法人経営を継続するためには、価格安定制度の加入者の獲得・維持に努める必要がある。
○一方で、今後も価格安定制度からの脱退者が継続する場合においては、収支均衡の観点から事業規模の縮小等の検討が必要と考えられる。

法人の対応方針 所管課の対応方針

○執行体制の見直し等により、事業説明会の目標達成を図る。また、継続して説明会を実施することで会員Ｊ
Ａ及び生産者等の制度理解の促進を図り、制度加入者の獲得・維持に努めていく。
○事業規模の縮小にあっては、価格安定制度の利用者の減少が続いている状況から、今後のあり方等について
関係機関と検討を進めていく。

○引き続き、会議等の機会を捉えて会員ＪＡ及び生産者等に対し価格安定制度への加入を促していく。
○農林水産省では、主要野菜の産地育成や消費者への安定供給のため、収入保険制度とは別に価格安定制度を
維持していく方針であることから、当該方針を踏まえた事業継続の方向性について、法人と検討を続けてい
く。

○法人の安定運営に資する事務費負担金の徴収において、目標を達成できた点は評価できる。
○一方で、脱退者が増加している状況において、加入者の獲得・維持につながる事業説明会の目標を達成でき
なかった点は、事務執行体制の見直し等の改善が必要である。
○加入者の獲得・維持につながる取組を推進し、価格安定制度の維持に努めてもらいたい。

○加入者の減少により経常利益は赤字となっているものの、経常収支比率で△５％以内に収まっており、県か
ら財政的支援を受けていない点は評価できる。
○今後も交付予約数量の減少が見込まれることから、加入者の獲得・維持につながる取組を推進し、事務費負
担金の減少を最小限に抑えてもらいたい。

総合評価 法人全体の取組・運営状況に関するコメント

Ｂ ○行動計画における目標について、全ての項目で前年度を下回り、経常利益も赤字が続いているため、安定した法人経営の維持に努められたい。
○事業説明会についても目標が未達成となっているが、基準額の見直し等を行った年においては、特に丁寧に説明を行い、関係者の理解を得る必要があると考える。
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公益社団法人秋田県青果物基金協会定款 
 

                             設立 昭和４５年５月２７日 認可 

                           変更 平成２５年４月  １日  登記 

                                         変更 令和 ７年 月   日 

 

第１章 総  則 

 

（名称） 

第１条 この法人は、公益社団法人秋田県青果物基金協会（以下「協会」という。）と称する。 

 

（事務所） 

第２条 協会は、主たる事務所を秋田県秋田市に置く。 

 

 

第２章 目的及び事業 

 

（目的） 

第３条 協会は、野菜、花き及び果実（以下「青果物等」という。）の安定的な生産出荷の推進、生

産者の経営支援、青果物等の需要の拡大等を図るための事業を実施し、秋田県農業の発展と国民

生活に不可欠な食料の安定供給に寄与することを目的とする。 

 

（事業） 

第４条 協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

（１）青果物等の価格低落時における生産者に及ぼす影響を緩和する事業の実施に必要な負担金等に

よる交付準備金の造成及び補給金の交付に関する事業 

（２）青果物等の安定的な生産及び出荷の促進に関する事業の実施に必要な負担金等による交付準備

金の造成及び補給金の交付に関する事業 

（３）優良な品目又は品種への転換等、青果物等の生産者の経営を支援するための事業の実施に必要

な補助金の交付に関する事業 

（４）青果物等及び青果物等の製品の需要の増進を図るための事業の実施に必要な補助金の交付に関

する事業 

（５）その他、協会の目的を達成するために必要な事業 

２ 前項の事業は、秋田県において行うものとする。 

 

 

第３章 会  員 

 

（協会の構成員） 

第５条 協会は、次の各号に掲げる者であって、次条の規定により協会の会員となった者をもって構

成する。 

（１）秋田県内の農業協同組合 

（２）秋田県内の農業協同組合連合会 

（３）秋田県内の果実生産出荷団体 

（４）秋田県 

（５）秋田県内の市町村 

（６）秋田県内の相当規模生産者 

（７）公益財団法人中央果実協会 

（８）その他協会の目的に賛同する者 
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２ 前項の会員は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（以下「法人法」という。）上の社

員とする。 

 

（会員の資格の取得） 

第６条 協会の会員になろうとする者は、理事会において別に定める加入届を提出し、その承認を受

けなければならない。 

 

（経費の負担） 

第７条 協会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は、総会において別に定める額を

支払う義務を負う。 

 

（任意退会） 

第８条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会する

ことができる。 

 

（除名） 

第９条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名するこ

とができる。 

（１）この定款その他の規則に違反したとき。 

（２）協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 

（３）その他除名すべき正当な事由があるとき。 

 

（会員資格の喪失） 

第１０条 前２条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失

する。 

（１）第７条の支払義務を２年以上履行しなかったとき。 

（２）全ての会員が同意したとき。 

（３）当該会員が死亡し、又は解散したとき。 

 

 

第４章 総  会 

 

（構成） 

第１１条 総会は、すべての会員をもって構成する。 

２ 前項の総会は、法人法上の社員総会とする。 

 

（権限） 

第１２条 総会は、次の事項について決議する。 

（１）会員の除名 

（２）理事及び監事の選任又は解任 

（３）理事及び監事の報酬等の額 

（４）貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認 

（５）定款の変更 

（６）解散及び残余財産の処分 

（７）その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 

 

（開催） 

第１３条 総会は、通常総会として毎年度６月末までに１回開催するほか、必要がある場合には臨時

総会を開催する。 

２ 前項の通常総会をもって、法人法上の定時社員総会とする。 
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（招集） 

第１４条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。 

２ 総会の招集は、その開催日の２週間前までにその総会の目的たる事項、日時及び場所を記載した

書面をもって通知しなければならない。 

３ 会員は、総会員の議決権の１０分の１を超える会員から、総会の目的である事項及び招集の理由

を示して、会長に対し、総会の招集を請求することができる。 

 

（議長） 

第１５条 総会の議長は、会長がこれに当たる。 

 

（議決権） 

第１６条 総会における議決権は、会員１名につき１個とする。 

２ 会員は、あらかじめ通知された事項について、議決権の代理行使及び書面による議決権の行使を

することができる。 

３ 前項の書面は、総会の日の前日までに協会に到達しないときは、無効とする。 

４ 第２項の代理人は、代表権を証する書面を協会に提出しなければならない。 

５ 第２項の規定により議決権を行使する者は、出席会員とみなす。 

 

（決議） 

第１７条 総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した会員の議決権の

過半数をもって行う。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の３分の２

以上に当たる多数をもって行う。 

（１）会員の除名 

（２）監事の解任 

（３）定款の変更 

（４）解散 

（５）その他法令で定められた事項 

 

（議事録） 

第１８条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 

２ 議長及び出席会員の中からその総会において選出された議事録署名人２人は、前項の議事録に記

名押印する。 

 

 

第５章 役  員 

 

（役員の設置） 

第１９条 協会に、次の役員を置く。 

（１）理事 ８名以上１５名以内 

（２）監事 ４名以内 

２ 理事のうち１名を会長、１名を副会長とする。 

３ 前項の会長をもって、法人法上の代表理事とする。 

４ 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。 

 

（役員の選任） 

第２０条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。 

２ 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 

３ 各理事について、当該理事及びその配偶者又は３親等内の親族その他特別の関係のある者である

理事の合計数が、理事の総数の３分の１を超えてはならない。監事についても同様とする。 
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４ 他の同一の団体（公益法人を除く。）の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接

な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の３分の１を超えてはならない。監事につい

ても同様とする。 

 

（理事の職務及び権限） 

第２１条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。 

２ 会長は、法令及びこの定款に定めるところにより、協会を代表し、その業務を執行する。 

３ 副会長は、会長を補佐する。 

４ 会長は、毎事業年度に４箇月を超える間隔で２回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告し

なければならない。 

 

（監事の職務及び権限） 

第２２条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 

２ 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、協会の業務及び財産の状況を調

査することができる。 

 

（役員の任期） 

第２３条 理事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の

終結の時までとする。 

２ 監事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の

時までとする。 

３ 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 

４ 理事又は監事は、第１９条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任

した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 

 

（役員の解任） 

第２４条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。 

 

（役員の報酬） 

第２５条 理事及び監事は、無報酬とする。 

２ 理事及び監事には、その職務を執行するために必要な費用の支払いを行うことができる。 

 

 

第６章 理事会 

 

（構成） 

第２６条 協会に理事会を置く。 

２ 理事会は、すべての理事をもって構成する。 

 

（権限） 

第２７条 理事会は、次の職務を行う。 

（１）協会の業務執行の決定 

（２）理事の職務の執行の監督 

（３）会長及び副会長の選任及び解職 

 

（招集） 

第２８条 理事会は、会長が招集する。 

２ 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。 

 

（議長） 

第２９条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。 
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２ 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長がこれに当たる。 

３ 会長と副会長が欠けたとき又は会長と副会長に事故があるときは、当該理事会において出席理事

の中から選任する。 

 

（決議） 

第３０条 理事会の議決は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席

し、その過半数をもって行う。 

 

（決議の省略） 

第３１条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案につい

て、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたと

きは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。 

ただし、監事が異議を述べたときは、その限りでない。 

 

（報告の省略） 

第３２条 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対し理事会に報告すべき事項を通知したときは、

その事項を理事会に報告することを要しない。 

２ 前項の規定は、第２１条第４項の規定による報告には適用しない。 

 

（議事録） 

第３３条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 

２ 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。 

 

 

第７章 資産及び会計 

 

（資産の種別） 

第３４条 協会の資産は、基本財産、交付準備金及びその他の財産とする。 

 

（基本財産） 

第３５条 協会の基本財産は、協会の目的である事業を行うために不可欠な財産として、次に掲げる

ものをもって構成する。 

（１）基本財産とすることを指定して寄付され、又は交付された財産 

（２）総会の決議により基本財産に繰り入れることとされた財産 

２ 前項の財産は、協会の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければなら

ず、処分するときは、あらかじめ理事会及び総会の承認を要する。 

 

（交付準備金） 

第３６条 交付準備金は、第４条第１項第１号及び第２号に掲げる事業を実施するため、業務方法書

に定める交付準備金をもって構成する。 

 

（資産の管理） 

第３７条 協会の資産の管理の方法は、理事会の決議を経て、会長が行うものとする。 

 

（寄託金） 

第３８条 協会は、財政基盤の強化のため、会員及び会員になろうとする者から、寄託金を引き受け

ることができる。 

２ 前項の寄託金の管理及び処分の方法は、理事会の定める寄託金管理規程によるものとする。 

 

（事業年度） 

第３９条 協会の事業年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 
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（事業計画及び収支予算） 

第４０条 協会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類について

は、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならな

い。これを変更する場合も、同様とする。 

２ 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲

覧に供するものとする。 

 

（事業報告及び決算） 

第４１条 協会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事

の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。 

（１）事業報告 

（２）事業報告の附属明細書 

（３）貸借対照表 

（４）正味財産増減計算書 

（５）貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書 

（６）財産目録 

２ 前項の承認を受けた書類のうち、第１号、第３号、第４号及び第６号の書類については、通常総

会に提出し、第１号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けな

ければならない。 

３ 第１項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に５年間備え置き、一般の閲覧に供するととも

に、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 

（１）監査報告 

（２）理事及び監事の名簿 

（３）理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類 

（４）運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類 

 

（公益目的取得財産残額の算定） 

第４２条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第４８条の規定に

基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第３項

第４号の書類に記載するものとする。 

 

 

第８章 業務の執行 

 

（業務方法書） 

第４３条 この定款の第４条に掲げる事業の実施については、業務方法書の定めるところによる。 

２ 業務方法書は、理事会の決議を経て会長が定める。これを変更しようとするときも同様とする。 

 

 

第９章 定款の変更及び解散 

 

（定款の変更） 

第４４条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。 

 

（解散） 

第４５条 協会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。 

 

（公益認定の取り消し等に伴う贈与） 

第４６条 協会が公益認定の取り消しの処分を受けた場合、又は、合併により協会が消滅する場合

（その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。）には、総会の決議を経て、公益目

的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取り消しの日又は当該合併の日から１箇
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月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（以下「認定法」という。）第５

条第１７号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 

 

（残余財産の帰属） 

第４７条 協会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、認定法第５条第１

７号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 

 

 

第１０章 公告の方法 

 

（公告の方法） 

第４８条 協会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。 

 

 

第１１章 事務局 

 

（事務局の設置） 

第４９条 協会の事務を処理するため、事務局を設置する。 

２ 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。 

３ 事務局長は、理事会の決議を経て、会長が任免する。 

４ 前項以外の職員は、会長が任免する。 

５ 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は会長が別に定める。 

 

 

第１２章 雑  則 

 

（委   任） 

第５０条 この定款に定めるもののほか、協会の運営等に関し必要な事項は、理事会の決議を経て会

長が別に定める。 

 

附   則 

 

１ この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益財団法人及び公益財団法人の

認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第１０６条第１項に定める公益

法人の設立の登記の日から施行する。 

２ 協会の最初の会長は、阿部 和雄とする。 

３ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益財団法人及び公益財団法人の認定等に関す

る法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第１０６条第１項に定める特例民法法人の解

散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第３９条の規定にかかわらず、解散の登記の

日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。 

  設立登記日 平成２５年４月１日 

 

附   則 

 
１ この定款の変更は、総会の承認のあった日から施行し、令和７年４月１日より適用する。 

   令和７年  月  日 承認 









法人名： 秋田県青果物基金協会

時　点： 令和7年7月1日

番
号

役職名称 氏名

1 会長理事 小松　忠彦

2 副会長理事 齊藤　武志

3 理事 工藤　　巌

4 理事 猿田　俊彦

5 理事 髙橋　　大

6 理事 高橋　浩人

7 理事 永田　　実

8 理事 中村　　茂

9 理事 高橋　利和

10 理事 佐々木　雅幸

11 監事 阿部　浩一

12 監事 小笠原　公毅

13 監事 柿﨑　大二朗

14 監事 山田　　誠

15 0 0

16 0 0

17 0 0

18 0 0

19 0 0

20 0 0

秋田県出資・出捐法人　役員名簿

0

0

0

0

秋田しんせい農業協同組合　代表理事専務

秋田ふるさと農業協同組合　代表理事専務

公立学校法人秋田県立大学　地域連携・研究推進センター
農工連携プロデューサー

0

0

秋印秋田青果株式会社　代表取締役社長

全国農業協同組合連合会秋田県本部　副本部長

全国農業協同組合連合会秋田県本部　園芸畜産部長

公益社団法人秋田県トラック協会　専務理事

かづの農業協同組合　代表理事組合長

秋田おばこ農業協同組合　代表理事組合長

あきた白神農業協同組合　代表理事組合長

あきた湖東農業協同組合　代表理事組合長

横手市　市長

大潟村　村長

職名

全国農業協同組合連合会秋田県本部　運営委員会会長



秋田県青果物基金協会

令和7年4月1日

番
号

社員名
番
号

社員名
番
号

社員名

1 公益財団法人中央果実協会 21 八峰町 41 あきた白神農業協同組合

2 秋田県 22 八郎潟町 42 秋田やまもと農業協同組合

3 一般社団法人秋田県果樹協会 23 五城目町 43 あきた湖東農業協同組合

4
全国農業協同組合連合会　秋田県
本部

24 井川町 44 大潟村農業協同組合

5
全国共済農業協同組合連合会　秋
田県本部

25 潟上市 45 秋田なまはげ農業協同組合

6 秋田県厚生農業協同組合連合会 26 大潟村 46 秋田しんせい農業協同組合

7 秋田県農業共済組合 27 男鹿市 47 秋田おばこ農業協同組合

8 丸果秋田県青果株式会社 28 秋田市 48 秋田ふるさと農業協同組合

9 秋印秋田中央青果株式会社 29 由利本荘市 49 こまち農業協同組合

10 株式会社能代青果地方卸売市場 30 にかほ市 50 うご農業協同組合

11 大館市青果魚類卸売株式会社 31 大仙市 51

12 株式会社本荘由利中央青果市場 32 仙北市 52

13 鹿角市 33 美郷町 53

14 小坂町 34 横手市 54

15 大館市 35 東成瀬村 55

16 北秋田市 36 湯沢市 56

17 上小阿仁村 37 羽後町 57

18 藤里町 38 かづの農業協同組合 58

19 能代市 39 あきた北農業協同組合 59

20 三種町 40 秋田たかのす農業協同組合 60

秋田県出資・出捐社団法人　社員名簿

法人名：

時　点：



































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法人名 (公社)秋田県青果物基金協会 

 

 

② 令和６年度計算書類等 
 

 

 

 

 

 

 

           法人所管課 農業経済課 



（単位:円）

場所・物量等 使用目的等 金　　額
１ 流動資産

 　預金（普通預金） ≪流動資産計≫ 28,507,261
      ＪＡ秋田なまはげ 　運用資金である。 25,329,993
      ㈱秋田銀行 460,054
      農林中央金庫 2,717,214

28,507,261
２ 固定資産

（１）基本財産 ≪基本財産計≫ 19,200,000
  　基本財産引当資産 　公益目的のための指定正味財産であり (19,200,000)
      ＪＡ秋田なまはげ定期 運用益を公益目的事業の用に供している。 19,200,000
（２）特定資産 ≪特定資産計≫ 971,824,787
  　寄託金引当資産 　寄託金見合いの引当資産として管理して (456,700,000)
      ＪＡ秋田なまはげ定期 いる。 256,700,000

㈱みずほ証券有価証券 200,000,000
  　特別積立金引当資 　将来の財政危機に対応する引当資産とし (53,000,000)
    　産 ＪＡ秋田なまはげ定期 て管理している。 53,000,000
  　園芸作物交付準備 　園芸作物事業の補給金の財源であり、公 (261,270,940)

　金引当資産 ＪＡ秋田なまはげ普通 益目的財産である。 16,270,940
      ＪＡ秋田なまはげ定期 245,000,000
  　特定野菜交付準備 　特定野菜事業の補給金の財源であり、公 (197,263,847)

　金引当資産 ＪＡ秋田なまはげ普通 益目的財産である。 6,263,847
      ＪＡ秋田なまはげ定期 191,000,000
  　システム開発引当 (3,590,000)
    　資産 ＪＡ秋田なまはげ普通 3,590,000
（３）その他固 ≪その他の固定資産計≫ 154,060
　　　定資産 　電話加入権 事務所内 　供用財産として使用する財産である。 154,060

991,178,847

1,019,686,108
３　流動負債

  　未払金 ≪未払金計≫ 52,054
      協会 　社会保険・厚生年金保険料 52,054
  　預り金 ≪預り金計≫ 72,823
      職員 　源泉所得税 2,970
      職員 　社会保険料 19,720
      職員 　厚生年金保険料 31,110
      職員 　雇用保険料 19,023

124,877
４　固定負債

  　寄託金 ≪寄託金計≫ 456,700,000

456,700,000

456,700,000

456,824,877

562,861,231

　会員等の合併及び価格安定制度の抜本的な改正等が実施され、
現行システムの大幅な改修等が必要な場合に使用する財源見合い
を引当資産として管理している。

５　財産目録

財産目録
令和７年３月３１日現在

貸借対照表科目

【流動資産合計】

     【正味財産】

【固定資産合計】
【資産合計】

【流動負債合計】

　経営基盤の強化を目的として会員より預っ
た寄託金である。

   【固定負債合計】
     【負債合計】































































































（単位:円）

科        目 当年度 前年度 増  減

Ⅰ　資産の部

  １．流動資産

          現金預金 28,507,261 31,083,701 △ 2,576,440
流動資産合計 28,507,261 31,083,701 △ 2576440

  ２．固定資産

    (1) 基本財産

           基本財産引当資産 19,200,000 19,200,000 0
基本財産合計 19,200,000 19,200,000 0

    (2) 特定資産

           寄託金引当資産 456,700,000 456,700,000 0
           特別積立金引当資産 53,000,000 53,000,000 0
           園芸作物交付準備金引当資産 261,270,940 291,643,447 △ 30372507
           特定野菜交付準備金引当資産 197,263,847 211,852,635 △ 14588788
           システム開発引当資産 3,590,000 3,590,000 0
           特定野菜ソフトウェア推進費 0 0 0

特定資産合計 971,824,787 1,016,786,082 △ 44961295
    (3) その他固定資産

           電話加入権 154,060 154,060 0
その他固定資産合計 154,060 154,060 0

固定資産合計 991,178,847 1,036,140,142 △ 44961295
資産合計 1,019,686,108 1,067,223,843 △ 47537735

Ⅱ　負債の部

  １．流動負債

           未払金 52,054 112,417 △ 60363
           預り金 72,823 129,474 △ 56651

流動負債合計 124,877 241,891 △ 117014
  ２．固定負債

           寄託金 456,700,000 456,700,000 0
固定負債合計 456,700,000 456,700,000 0

負債合計 456,824,877 456,941,891 △ 117014

Ⅲ　正味財産の部

  １．指定正味財産

           寄付金 19,200,000 19,200,000 0
           園芸作物交付準備金 261,270,940 291,643,447 △ 30372507
           特定野菜交付準備金 197,263,847 211,852,635 △ 14588788
           特定野菜ソフトウェア推進費 0 0 0

指定正味財産合計 477,734,787 522,696,082 △ 44961295
         （うち基本財産への充当額） (19,200,000) (19,200,000) 0
         （うち特定資産への充当額） (458,534,787) (503,496,082) △ 44961295
  ２．一般正味財産 85,126,444 87,585,870 △ 2459426
         （うち特定資産への充当額） (56,590,000) (56,590,000) 0

正味財産合計 562,861,231 610,281,952 △ 47420721

負債及び正味財産合計 1,019,686,108 1,067,223,843 △ 47537735

１　貸借対照表

貸借対照表
令和７年３月３１日現在



（単位:円）

科        目 当年度 前年度 増  減

Ⅰ　一般正味財産増減の部
  １．経常増減の部
    (1) 経常収益
        ① 事業収益 65,678,394 68,516,162 △ 2,837,768
          受取 園芸作物交付準備金振替額 32,907,025 19,663,530 △ 13,243,495
            秋   田   県 補助金 8,706,470 4,888,391 3,818,079
            市   町   村 補助金 130,576 1,222,079 △ 1,091,503
            全  農あきた 負担金 130,576 1,222,079 △ 1,091,503
            農業協同組合 負担金 5,855,826 2,228,490 3,627,336
            生   産   者 負担金 18,083,577 10,102,491 7,981,086
          受取 特定野菜交付準備金振替額 15,425,570 29,460,520 △ 14,034,950
            秋   田   県 補助金 7,329,697 13,348,670 △ 6,018,973
            農畜産業機構 助成金 169,704 29,159 140,545
            生   産   者 負担金 7,926,169 16,082,691 △ 8,156,522
          受取 補助金 17,345,799 19,392,112 △ 2,046,313
            果樹経営支援対策 補助金 17,345,799 19,392,112 △ 2,046,313
          受取 補助金 返還金 0 0 0
            果樹経営支援対策 補助金 0 0 0
        ② 管理収益 19,703,939 21,636,684 △ 1,932,445
          受取 基本財産運用益 384 384 0
            Ｊ　Ａ 定期預金 384 384 0
          受取 利息等 1,651,474 25,109 1,626,365
            Ｊ　Ａ 普通預金 12,552 728 11,824
            秋　銀 普通預金 266 4 262
            農　中 普通預金 723 26 697
            Ｊ　Ａ 定期預金 15,933 20,351 △ 4,418
            みずほ有価証券 1,622,000 4,000 1,618,000
          受取 事務費補助金等 5,865,875 7,182,396 △ 1,316,521
            全農あきた受託事務費 負担金 2,500,000 2,500,000 0
            農畜産業振興機構 業務委託費 216,228 342,004 △ 125,776
            中央果実 都道府県推進事務費 969,549 1,876,228 △ 906,679
            中央果実 支援事業推進事務費 2,180,098 2,132,964 47,134
            ｿﾌﾄｳｪｱ推進費振替額 0 331,200 △ 331,200
          受取 事務費負担金 12,186,206 14,428,495 △ 2,242,289
            園芸作物事務費 負担金 5,876,446 7,639,005 △ 1,762,559
            特定野菜事務費 負担金 6,309,760 6,789,490 △ 479,730

経常収益計 85,382,333 90,152,546 △ 4,770,213
    (2) 経常費用
        ① 事業費 65,678,394 68,516,162 △ 2,837,768
          園芸作物 補給金 1,305,864 12,221,029 △ 10,915,165
            秋   田   県 補助金 522,334 4,888,391 △ 4,366,057
            市   町   村 補助金 130,576 1,222,079 △ 1,091,503
            全  農あきた 負担金 130,576 1,222,079 △ 1,091,503
            農業協同組合 負担金 130,576 1,222,079 △ 1,091,503
            生   産   者 負担金 391,802 3,666,401 △ 3,274,599
          特定野菜 補給金 509,114 87,480 421,634
            秋   田   県 補助金 169,704 29,159 140,545
            農畜産業機構 助成金 169,704 29,159 140,545
            生   産   者 負担金 169,706 29,162 140,544
          園芸作物交付準備金 返戻金 31,601,161 7,442,501 24,158,660
　　　　　　秋　田　県　 補助金 8,184,136 0 8,184,136
            農業協同組合 負担金 5,725,250 1,006,411 4,718,839
            生   産   者 負担金 17,691,775 6,436,090 11,255,685

２　正味財産増減計算書

正味財産増減計算書
令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで



（単位:円）

科        目 当年度 前年度 増  減

          特定野菜交付準備金 返戻金 14,916,456 29,373,040 △ 14,456,584
            秋   田   県 補助金 7,159,993 13,319,511 △ 6,159,518
            生   産   者 負担金 7,756,463 16,053,529 △ 8,297,066
          補 助 事 業 費 17,345,799 19,392,112 △ 2,046,313
            果樹経営支援対策 補助金 17,345,799 19,392,112 △ 2,046,313
          補助金 返還金 0 0 0
            果樹経営支援対策 補助金 0 0 0
        ② 管理費 22,163,365 22,051,808 111,557
          人 件 費 11,925,818 12,040,538 △ 114,720
             給料手当 11,075,586 11,293,632 △ 218,046
             法定福利費 729,672 744,233 △ 14,561
             厚　生　費 120,560 2,673 117,887
          旅 費 ・ 交 通 費 218,831 515,382 △ 296,551
             旅費・交通費 218,831 515,382 △ 296,551
          業 務 費 1,749,935 2,082,404 △ 332,469
             会　議　費 179,705 347,846 △ 168,141
             通信運搬費 382,053 373,418 8,635
             印刷消耗品費 1,082,146 1,258,029 △ 175,883
             支払手数料 17,017 18,865 △ 1,848
             図書研修費 89,014 84,246 4,768
          租 税 負 担 金 57,300 76,900 △ 19,600
             租税公課 5,100 5,700 △ 600
             負 担 金 52,200 71,200 △ 19,000
          施 設 費 4,850,945 6,202,635 △ 1,351,690
             保守修繕費 716,540 716,540 0
             賃  借  料 3,999,424 4,973,692 △ 974,268
             水道光熱費 134,981 181,203 △ 46,222
             減価償却費 0 331,200 △ 331,200
          雑    費 3,360,536 1,133,949 2,226,587
            雑    費 3,360,536 1,133,949 2,226,587

経常費用計 87,841,759 90,567,970 △ 2,726,211
当期経常増減額 △ 2,459,426 △ 415,424 △ 2,044,002

  ２．経常外増減の部
    (1) 経常外収益
        経常外収益計 0 0 0
    (2) 経常外費用
        経常外費用計 0 0 0

当期経常外増減額 0 0 0
当期一般正味財産増減額 △ 2,459,426 △ 415,424 △ 2,044,002

          一般正味財産期首残高 87,585,870 88,001,294 △ 415,424
一般正味財産期末残高 85,126,444 87,585,870 △ 2,459,426

Ⅱ　指定正味財産増減の部
         受取交付準備金 3,371,300 30,568,972 △ 27,197,672
          園芸作物 受取交付準備金 2,534,518 26,428,060 △ 23,893,542
            秋   田   県 補助金 0 12,698,000 △ 12,698,000
            市   町   村 補助金 0 832,324 △ 832,324
            全  農あきた 負担金 0 1,515,733 △ 1,515,733
            農業協同組合 負担金 235,022 1,967,609 △ 1,732,587
            生   産   者 負担金 2,299,496 9,414,394 △ 7,114,898
          特定野菜 受取交付準備金 836,782 4,140,912 △ 3,304,130
            農畜産業機構 助成金 169,704 29,159 140,545
            生   産   者 負担金 667,078 4,111,753 △ 3,444,675
　　　　一般正味財産への振替額(園芸交付準備金) △ 32,907,025 △ 19,663,530 △ 13,243,495
　　　　一般正味財産への振替額(特定交付準備金) △ 15,425,570 △ 29,460,520 14,034,950
　　　　一般正味財産への振替額(ｿﾌﾄｳｪｱ推進費） 0 △ 331,200 331,200

当期指定正味財産増減額 △ 44,961,295 △ 18,886,278 △ 26,075,017
          指定正味財産期首残高 522,696,082 541,582,360 △ 18,886,278

指定正味財産期末残高 477,734,787 522,696,082 44,961,295
Ⅲ　正味財産期末残高 562,861,231 610,281,952 △ 47,420,721



（単位:円）

科        目

公益目的事業
会　　　　計

公１
青果物等事業

収益事業等
会　　　計

他１
附随事業

法人会計
（管理費）

内部
取引

合計

Ⅰ　一般正味財産増減の部
  １．経常増減の部
    (1) 経常収益
        ① 事業収益 65,678,394 0 0 0 65,678,394 
          受取 園芸作物交付準備金振替額 (32,907,025) (0) (0) (0) (32,907,025)
            秋   田   県 補助金 8,706,470 0 0 0 8,706,470 
            市   町   村 補助金 130,576 0 0 0 130,576 
            全  農あきた 負担金 130,576 0 0 0 130,576 
            農業協同組合 負担金 5,855,826 0 0 0 5,855,826 
            生   産   者 負担金 18,083,577 0 0 0 18,083,577 
          受取 特定野菜交付準備金振替額 (15,425,570) (0) (0) (0) (15,425,570)
            秋   田   県 補助金 7,329,697 0 0 0 7,329,697 
            農畜産業機構 助成金 169,704 0 0 0 169,704 
            生   産   者 負担金 7,926,169 0 0 0 7,926,169 
          受取 補助金 (17,345,799) (0) (0) (0) (17,345,799)
            果樹経営支援対策 補助金 17,345,799 0 0 0 17,345,799 
          受取 補助金 返還金 (0) (0) (0) (0) (0)
            果樹経営支援対策 補助金 0 0 0 0 0 
        ② 管理収益 13,289,446 2,819,970 3,594,523 0 19,703,939 
          受取 基本財産運用益 (384) (0) (0) (0) (384)
            Ｊ　Ａ 定期預金 384 0 0 0 384 
          受取 利息等 (1,651,474) (0) (0) (0) (1,651,474)
            Ｊ　Ａ 普通預金 12,552 0 0 0 12,552 
            秋　銀 普通預金 266 0 0 0 266 
            農　中 普通預金 723 0 0 0 723 
            Ｊ　Ａ 定期預金 15,933 0 0 0 15,933 
            みずほ 有価証券 1,622,000 0 0 0 1,622,000 
          受取 事務費補助金等 (2,544,648) (2,819,970) (501,257) (0) (5,865,875)
            全農あきた受託事務費 負担金 0 2,500,000 0 0 2,500,000 
            農畜産業振興機構 業務委託費 0 216,228 0 0 216,228 
            中央果実 都道府県推進事務費 364,550 103,742 501,257 0 969,549 
            中央果実 支援事業推進事務費 2,180,098 0 0 0 2,180,098 
            ｿﾌﾄｳｪｱ推進費振替額 0 0 0 0 0 
          受取 事務費負担金 (9,092,940) (0) (3,093,266) (0) (12,186,206)
            園芸作物事務費 負担金 4,613,010 0 1,263,436 0 5,876,446 
            特定野菜事務費 負担金 4,479,930 0 1,829,830 0 6,309,760 

経常収益計 78,967,840 2,819,970 3,594,523 0 85,382,333 
    (2) 経常費用
        ① 事業費 65,678,394 0 0 0 65,678,394 
          園芸作物 補給金 (1,305,864) (0) (0) (0) (1,305,864)
            秋   田   県 補助金 522,334 0 0 0 522,334 
            市   町   村 補助金 130,576 0 0 0 130,576 
            全  農あきた 負担金 130,576 0 0 0 130,576 
            農業協同組合 負担金 130,576 0 0 0 130,576 
            生   産   者 負担金 391,802 0 0 0 391,802 
          特定野菜 補給金 (509,114) (0) (0) (0) (509,114)
            秋   田   県 補助金 169,704 0 0 0 169,704 
            農畜産業機構 助成金 169,704 0 0 0 169,704 
            生   産   者 負担金 169,706 0 0 0 169,706 
          園芸作物交付準備金 返戻金 (31,601,161) (0) (0) (0) (31,601,161)
            秋   田   県 補助金 8,184,136 0 0 0 8,184,136 
            農業協同組合 負担金 5,725,250 0 0 0 5,725,250 
            生   産   者 負担金 17,691,775 0 0 0 17,691,775 
          特定野菜交付準備金 返戻金 (14,916,456) (0) (0) (0) (14,916,456)
            秋   田   県 補助金 7,159,993 0 0 0 7,159,993 
            生   産   者 負担金 7,756,463 0 0 0 7,756,463 
          補 助 事 業 費 (17,345,799) (0) (0) (0) (17,345,799)
            果樹経営支援対策 補助金 17,345,799 0 0 0 17,345,799 
          補助金 返還金 (0) (0) (0) (0) (0)
            果樹経営支援対策 補助金 0 0 0 0 0 

３　正味財産増減計算書内訳表

正味財産増減計算書内訳表
令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで



（単位:円）

科        目

公益目的事業
会　　　　計

公１
青果物等事業

収益事業等
会　　　計

他１
附随事業

法人会計
（管理費）

内部
取引

合計

        ② 管理費 14,399,347 3,399,566 4,364,452 0 22,163,365 
          人 件 費 (8,310,904) (2,088,916) (1,525,998) (0) (11,925,818)
             給料手当 7,763,650 2,015,949 1,295,987 0 11,075,586 
             法定福利費 547,254 72,967 109,451 0 729,672 
             厚　生　費 0 0 120,560 0 120,560 
          旅 費 ・ 交 通 費 (0) (47,279) (171,552) (0) (218,831)
             旅費・交通費 0 47,279 171,552 0 218,831 
          業 務 費 (941,932) (15,171) (792,832) (0) (1,749,935)
             会　議　費 19,160 0 160,545 0 179,705 
             通信運搬費 370,927 0 11,126 0 382,053 
             印刷消耗品費 503,603 15,171 563,372 0 1,082,146 
             支払手数料 4,950 0 12,067 0 17,017 
             図書研修費 43,292 0 45,722 0 89,014 
          租 税 負 担 金 (19,000) (0) (38,300) (0) (57,300)
             租税公課 0 0 5,100 0 5,100 
             負 担 金 19,000 0 33,200 0 52,200 
          施 設 費 (3,202,167) (565,752) (1,083,026) (0) (4,850,945)
             保守修繕費 716,540 0 0 0 716,540 
             賃  借  料 2,377,180 565,752 1,056,492 0 3,999,424 
             水道光熱費 108,447 0 26,534 0 134,981 
             減価償却費 0 0 0 0 0 
          雑    費 (1,925,344) (682,448) (752,744) (0) (3,360,536)
            雑    費 1,925,344 682,448 752,744 0 3,360,536 

経常費用計 80,077,741 3,399,566 4,364,452 0 87,841,759 
当期経常増減額 △ 1,109,901 △ 579,596 △ 769,929 0 △ 2,459,426

  ２．経常外増減の部
    (1) 経常外収益
        経常外収益計 0 0 0 0 0 
    (2) 経常外費用
        経常外費用計 0 0 0 0 0 

当期経常外増減額 0 0 0 0 0 
当期一般正味財産増減額 △ 1,109,901 △ 579,596 △ 769,929 0 △ 2,459,426

          一般正味財産期首残高 △ 1,951,327 △ 19,182 89,556,379 0 87,585,870 
一般正味財産期末残高 △ 3,061,228 △ 598,778 88,786,450 0 85,126,444 

Ⅱ　指定正味財産増減の部
　　　　受取交付準備金 3,371,300 0 0 0 3,371,300 
          園芸作物 受取交付準備金 (2,534,518) (0) (0) (0) (2,534,518)
            秋   田   県 補助金 0 0 0 0 0 
            市   町   村 補助金 0 0 0 0 0 
            全  農あきた 負担金 0 0 0 0 0 
            農業協同組合 負担金 235,022 0 0 0 235,022 
            生   産   者 負担金 2,299,496 0 0 0 2,299,496 
          特定野菜 受取交付準備金 (836,782) (0) (0) (0) (836,782)
            農畜産業機構 助成金 169,704 0 0 0 169,704 
            生   産   者 負担金 667,078 0 0 0 667,078 
　　　　一般正味財産への振替額(園芸交付準備金) △ 32,907,025 0 0 0 △ 32,907,025
　　　　一般正味財産への振替額(特定交付準備金) △ 15,425,570 0 0 0 △ 15,425,570
　　　　一般正味財産への振替額(ｿﾌﾄｳｪｱ推進費） 0 0 0 0 0

当期指定正味財産増減額 △ 44,961,295 0 0 0 △ 44,961,295
          指定正味財産期首残高 522,696,082 0 0 0 522,696,082 

指定正味財産期末残高 477,734,787 0 0 0 477,734,787 
Ⅲ　正味財産期末残高 474,673,559 △ 598,778 88,786,450 0 562,861,231 



４　財務諸表に対する注記

［１］重要な会計方針

［２］基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。 （単位：円）

 基本財産

 特定資産

［３］基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。 （単位：円）

 基本財産

 特定資産

［４］満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。 （単位：円）

寄託金引当資産

有価証券（公募債）

財務諸表に対する注記

　当法人は、「公益法人会計基準」（平成２０年４月１１日、令和２年５月１５日最終改正、内閣府公益認定等委員会）を適用してい
る。

（１）有価証券の評価基準及び方法……… 有価証券は、個別法による原価基準によっている。

（２）リース取引の処理方法……………… リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・
リース取引については、通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理によってい
る。

（３）消費税等の会計処理………………… 消費税等の経理処理は、税込方式によっている。

科　　　　目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

基本財産引当資産 19,200,000 0 0 19,200,000 

小　　　計 19,200,000 0 0 19,200,000 

寄託金引当資産 456,700,000 0 0 456,700,000 

特別積立金引当資産 53,000,000 0 0 53,000,000 

園芸作物交付準備金引当資産 291,643,447 2,534,518 32,907,025 261,270,940 

特定野菜交付準備金引当資産 211,852,635 836,782 15,425,570 197,263,847 

システム開発引当資産 3,590,000 0 0 3,590,000 

特定野菜ソフトウェア推進費 0 0 0 0 

小　　　計 1,016,786,082 3,371,300 48,332,595 971,824,787 

合　　　計 1,035,986,082 3,371,300 48,332,595 991,024,787 

科　　　　目 当期末残高
（うち指定正味財産

からの充当額）
（うち一般正味財産から

の充当額）
（うち負債に対応する

額）

基本財産引当資産 19,200,000 (19,200,000) (0) (0)

小　　　計 19,200,000 (19,200,000) (0) (0)

寄託金引当資産 456,700,000 (0) (0) (456,700,000)

特別積立金引当資産 53,000,000 (0) (53,000,000) (0)

園芸作物交付準備金引当資産 261,270,940 (261,270,940) (0) (0)

特定野菜交付準備金引当資産 197,263,847 (197,263,847) (0) (0)

システム開発引当資産 3,590,000 (0) (3,590,000) (0)

小　　　計 971,824,787 (458,534,787) (56,590,000) (456,700,000)

合　　　計 991,024,787 (477,734,787) (56,590,000) (456,700,000)

科　　　　目 帳簿価額 時　　価 評価損益 備考

200,000,000 188,560,000 △ 11,440,000 

200,000,000 188,560,000 △ 11,440,000 

合　　　計 200,000,000 188,560,000 △ 11,440,000 



［５］金融商品の状況

（３）金融商品のリスクに係る管理体制

［６］補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。 （単位：円）

［７］指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

（単位：円）

 経常収益への振替額

　　受取 園芸作物交付準備金振替額

　　受取 特定野菜交付準備金振替額

５　附属明細書

［１］基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載しているため、省略する。

［２］引当金の明細

引当金の内訳は、次のとおりである。

（単位：円）

（１）金融商品に対する取組方針………… 当法人は、公益目的事業の財源の一部を運用益によって賄うため、預貯金及び
債券により資産運用を行い、借入れによる資金調達は行っていない。

（２）金融商品の内容及びそのリスク…… 特定資産の一部は債券であり、発行体の信用リスク、市場価格の変動リスクに
さらされている。

① 資産運用規程に基づく取引………… 金融商品の取引は、当法人の経理規程に基づき行っている。

② 信用リスクの管理…………………… 債券については、発行体の状況を定期的に把握している。

補助金の名称 交付者 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
貸借対照表上
の記載区分

指定正味財産

市町村 70,235,191 0 130,576 70,104,615 〃
秋田県園芸作物価格補償
事業

秋田県 55,445,614 0 8,706,470 46,739,144 

全農あきた 14,154,342 0 130,576 

生産者 112,793,934 2,299,496 18,083,577 97,009,853 〃

14,023,766 〃

農業協同組合 39,014,366 235,022 5,855,826 33,393,562 〃

小　　　　計 291,643,447 2,534,518 32,907,025 261,270,940 

特定野菜等供給産地育成
価格差補給事業

秋田県 98,825,525 0 7,329,697 

生産者 113,027,110 667,078 7,926,169 105,768,019 〃

91,495,828 指定正味財産

農畜産業機構 0 169,704 169,704 0 〃

0 －

小　　　　計 211,852,635 836,782 15,425,570 197,263,847 
果樹経営支援対策事業

（未収益を含む）
中央果実協会 0 17,345,799 17,345,799 

小　　　　計 0 17,345,799 17,345,799 0 

合　　　　　計 503,496,082 20,717,099 65,678,394 458,534,787 

附属明細書

内　　　容 金　　　額

32,907,025 

15,425,570 

合　　　　計 48,332,595 

退職給付引当金 0 0 0 0 0

科目 期首残高 当期増加額
当期減少額

期末残高
目的使用 その他

合　　計 0 0 0 0 0


